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計画
該当
頁

意見の趣旨 市及び関係機関の考え方

1

○高齢者が横断歩道を渡らない
様子をしばしば見かける。高齢
者も安全に暮らせるように、そ
のようなことがないようにして
ほしい。

2

○高齢者が横断歩道のない道路
を渡っているのをよく見かける
が危険である。

3

○高齢者が車が来ているのに、
横断歩道以外の場所を渡ってい
るのを見かける。

4

○高齢者が信号無視をしたり横
断歩道を渡らなかったりなどが
見受けられ危険である。

5

○高齢者に横断歩道を渡るよう
注意することが必要。

6

○横断歩道がないところでの、
高齢者の横断を改善できたらよ
いと思う。渡りきれずに、道路
の真ん中で立ち止まっている姿
をよく見る。

7

○高齢者が、信号無視をして車
道を横切るのをよく見かける。

8

○高齢者が横断歩道のないとこ
ろを渡っていて危険である。

9

○高齢者の交通事故を防止する
ため、地域と連携し、高齢者本
人と家族への教育が必要。

高齢者の交通安全に関する意見

15
28
31

○本計画では、交通安全教育を実施する
に当たり、幼児から成人に至るまで、心
身の発達段階やライフステージに応じた
段階的かつ体系的な交通安全教育を行う
ことにしています。
　高齢者に対する交通安全教育は、加齢
に伴う身体機能の変化が歩行者としての
交通行動に及ぼす影響を理解いただくと
ともに、道路及び交通の状況に応じて安
全に道路を通行するために必要な実践的
技能及び交通ルール等の知識を習得して
いただくことを目標に実施します。
　また、事故にあう高齢者の多くが運転
免許証を持たないことから、これを踏ま
え、高齢者の参加するイベント、日常的
に利用する機会の多い医療機関等との連
携など、さまざまな機会を捉えて、高齢
者やその家族に対して啓発を実施しま
す。



10

○高齢者による運転で、一旦停
止をしないなど危険な運転が目
に付く。

11

○高齢者に対する安全運転教育
が必要である。

12

○高齢者にとって、自家用車は
買い物や通院等の唯一の交通手
段になっている場合が少なくな
い。返納した後の生活手段の確
保（西鉄バスの割引、コミュニ
ティバスの路線確保、巡回市場
等）を含めた高齢化社会の地域
づくりの観点から検討してはど
うか。

13

○免許を返納した者に対する温
かい配慮が必要。他都市では、
公共交通機関の割引制度などを
設けている。ただ、交通が不便
なところでは、車は生活必需品
になっている。

14 38

○高齢者の適性検査を充実して
ほしい。

○７０歳以上の方については、運転免許
証の更新手続の前に高齢者講習の受講が
義務付けられています。高齢者講習で
は、運転適性に関する機械検査、動体視
力検査、夜間視力検査及び視野検査を行
い、これらの適性検査結果に基づき、
個々の運転特性等に応じた安全運転指導
を行います。
　今後も、このような講習や検査の充実
を図っていきます。

15 38

○高齢ドライバーに対する運転
能力の見極めが必要だと思う。

○高齢者講習をはじめ、参加・体験・実
践型の交通安全講習であるシルバー・
セーフティー・ドライビングスクールを
積極的に開催し、高齢者に対して、加齢
に伴う身体機能の低下と運転への影響を
理解していただき、身体機能の変化に応
じた安全運転技能の向上を図っていきま
す。

○本市においても、高齢者の事故を防止
するひとつの手段として、免許証の自主
返納の促進があると認識しています。
　しかし、免許証の返納をしていただく
に当たっては、車に代わる交通手段の確
保が必要であることなど、解決すべき問
題がありますので、警察や関係機関・団
体とともに、返納しやすい環境づくりを
行いたいと考えています。

38

○７０歳以上の方については、運転免許
証の更新手続の前に、高齢者講習の受講
が義務付けられています。高齢者講習で
は、加齢に伴う身体機能の低下と運転へ
の影響を理解していただき、個々の特性
に応じた安全運転の方法を指導していま
す。
　さらに、７５歳以上の方については、
高齢者講習の前に、記憶力・判断力に関
する講習予備検査（認知機能検査）を行
い、検査結果に基づく指導を行っていま
す。この講習予備検査の機会等を通じ
て、認知症の疑いがある運転者の把握に
努め、臨時適性検査等の実施により、安
全な運転に支障のある方については運転
免許の取消し等の行政処分を行います。
　今後とも、このような講習、検査等を
通じて、高齢者の安全運転を図っていき
ます。

38



№
計画
該当
頁

意見の趣旨 市及び関係機関の考え方

16
28
29
30

○学校で、シートベルトの着用
や飲酒運転の撲滅、自転車の安
全運転などの交通安全に関する
授業を実施する。

○本計画では、幼児から成人に至るま
で、心身の発達段階やライフステージに
応じた段階的かつ体系的な交通安全教育
を行うことにしています。
　具体的には、小学生から高校生に至る
交通安全教育の中で、自転車で安全に道
路を通行するための技能と知識等を学び
ます。さらに高校生には、生徒の多く
が、近い将来、運転免許を取得すること
が予想されることから、運転免許取得前
の教育としての性格を重視した交通安全
教育を行うことにしています。

17 29

○「児童に対する交通安全教育
の推進」の中で、「小学校在学
中に必ず一度は交通安全教室を
受講できるよう計画的に実施す
る。」となっているが、６年間
で１回は少ない気がする。自転
車事故の防止を図るためにも、
児童の成長に応じた安全教室を
少なくとも在学中に２回（１年
生で基本的な交通ルール等の学
習、３～４年生で自転車の安全
運転）としてはどうか。

○本市では、警察や学校と連携して、児
童の成長に応じた交通安全教育を実施し
ます。
　小学校においては、学校教育活動全体
を通じて、計画的かつ組織的に交通安全
教育を実施しています。特に、警察や北
九州交通公園等が実施する交通安全教室
については、計画的に実施します。

18 30

○中学生についても在学中に必
ず一度は交通安全教室を受講さ
せ、自転車の安全運転講習を中
心に交通公園で実施してはどう
か。また、講習修了者に対して
受講者証を交付し、自転車運転
時には携帯を義務付けるとして
はどうか。

○中学生に対する交通安全教室は、警察
や学校と連携し円滑に実施できるよう努
めます。
　中学校においては、学校教育活動全体
を通じて、自転車の安全利用等について
交通安全教育を実施します。

19 33

○交通安全のキャンペーンを
もっと開催し、啓発回数を増や
すべきではないか。

○交通安全キャンペーンは、市や警察、
関係団体がさまざまな機会を捉えて実施
しています。
　今後も積極的に、啓発活動に取り組ん
でいきます。

20 30
32

○交通公園はたいへんよいと思
う。高校生への交通教室を積極
的に実施してほしい。

○高校においても交通安全教室が実施さ
れるよう、取り組みを進めます。

交通安全教育・啓発に関する意見



21

○大人でも車が来なければ信号
無視をしている。歩行者もマ
ナーの向上が必要。

22

○歩行者に対する教育も必要で
はないか。横断歩道を渡らない
人が多い。

23 33

○四季の交通安全運動期間に限
らず、年間をとおして交通安全
を意識させる方策がないものか
と思う。

○本市では、警察や関係機関・団体、学
校、家庭と連携し、さまざまな機会を捉
えて交通安全運動を実施しています。
　特に、四季の交通安全運動期間中は、
重点項目を定めて、全市で交通安全運動
を実施しています。
　今後も、年間を通じて取り組みを推進
していきます。

24 29

○歩行者も交通空間を形成する
存在であることを認識させるこ
とが必要であることから、学校
等で交通ルールの周知が必要。

○本市では、警察や関係機関・団体と連
携し、学校での交通安全教室を実施して
います。
　幼少期からの交通安全教育が大切と考
えていますので、多くの子どもたちが交
通安全教室を受けることができるよう継
続的に実施していきます。

25 29

○幼稚園の子どもが、交通安全
教室があった日に話を聞かせて
くれる。とても楽しく交通安全
の勉強ができたようなので、こ
のような機会がもっとあればよ
いと思う。

○幼児に対する交通安全教育は、基本的
な交通ルールを学んでもらうことを目的
に、警察と連携しながら、保育所や幼稚
園等で実施しています。
　また、保護者の皆様が手本となるな
ど、家庭での適切な指導が非常に大切だ
と考えています。
　今後も、多くの子どもたちに参加して
もらえるよう、継続的に実施していきま
す。

26 28

○家庭、教育現場、地域、行
政、警察が連携することが重要
だと思う。交通安全教室は、継
続して実施することが効果的だ
と思う。

○本市では、警察や関係機関・団体、学
校、家庭と連携し、さまざまな機会を捉
えて交通安全運動を実施しています。今
後も、幼児から成人に至るまで、心身の
発達段階やライフステージに応じた段階
的かつ体系的な交通安全教育を実施し、
交通事故のない社会の実現を目指してい
きます。

○本計画では、成人に対する交通安全教
育は、運転免許取得時及び運転免許取得
後の運転者の教育を中心として行うほ
か、社会人、大学生等に対する交通安全
教育の充実に努めることにしています。
　また、社会人を対象とした学級・講座
等における交通安全教育の促進を図るな
ど、市民センター等における交通安全の
ための諸活動を促進するとともに、関係
機関・団体、交通ボランティア等による
活動を促進します。

31
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27

○ルール・マナーを守らない自
転車のため、「ヒヤッ」とした
ことがある。自転車も交通ルー
ルを守ってほしい。

28
○自転車のルールとマナーの徹
底をお願いしたい。

29
○自転車の運転マナーが悪い
（後ろから音もなく来る）ので
改善してもらいたい。

30
○自転車の無灯火運転が多い。
マナーの徹底を望む。

31
○自動車を運転していて、自転
車のマナーが気になる。

32
○自転車乗車時に携帯電話を使
用していたり、列になって走行
したりするのを止めてほしい。

33
○自転車も自動車も共にマナー
の向上を図るべき。

34
○歩道を走行している自転車が
２列に並んで来て、歩くのに注
意しないといけない。

35

○自転車のマナー違反が安全を
脅かしている。次の項目を重点
課題にしてほしい。
・自転車の走行時に注意するこ
と（携帯電話、無灯火、ヘッド
ホン等）

36
○車道を逆走するなど、自転車
の交通マナーが悪い。

37
○自転車は車両であることを認
識させ、交通ルール遵守に取り
組む。

38
○人も自転車も交通ルールを守
るようにしてほしい。

39
○自転車乗車中に、音楽を聴
く、携帯を使用、傘差し運転な
どをしている人が多い。

40
○スピードの出しすぎや一旦停
止をしないなど、自転車のマ
ナーの悪さが目に付く。

自転車の運転マナーに関する意見

○自転車利用者の運転マナーの向上や交
通ルールの周知徹底を図るため、市、警
察、関係団体等が連携し、四季の交通安
全運動や自転車の安全利用促進強化月間
等に、街頭キャンペーンや啓発イベント
等を実施します。
　また、自転車運転技術と交通ルールの
習得のため、本市が実施している「自転
車運転免許」の一層の普及を図るほか、
子どもたちが自転車運転免許を持ちたい
と思うような取り組みも検討していきま
す。

32
34



41

○スポーツタイプの自転車の普
及に伴い、ブレーキを取り外す
などの違反車両が増加傾向にあ
る。ルールの普及徹底と、罰金
の徴収を行う（警告では違反者
の歯止めにならない。）

42

○自転車に乗りながら携帯電話
を使用するなどのルール違反は
取締りを強化してほしい。

43

○自転車のマナーが悪いので、
交通ルールの徹底や取締りの強
化をしてほしい。

44

○自転車運転者のマナーが悪
い。指導・取締りの強化が必
要。

45 32

○自転車のマナー違反が目に付
くため、自転車も免許制度にし
てはどうか。

○自転車について、自動車と同様に運転
免許を導入することについては、自転車
の運転者は、自動車の運転者と比較した
場合、その年齢等において相当な差異が
あり、幼児から高齢者に至るまで一律運
転免許を与え、交通反則通告制度の対象
とすることについては、現時点において
困難であると考えます。今後とも自転車
利用者のルール・マナーの向上を図るた
め、関係機関・団体との協働の上、街頭
キャンペーン等の広報啓発活動を行うと
ともに、幅広い世代に対する自転車の交
通安全教室を実施します。
　なお、市では、自転車運転技術と交通
ルールの習得のため、「自転車運転免
許」制度を北九州交通公園や学校で実施
しています。自転車運転免許の一層の普
及を図るほか、子どもたちが自転車運転
免許を持ちたいと思うような取り組みも
検討していきます。

32
34
45

○自転車を利用される方の運転マナーの
向上や交通ルールの周知徹底を図るた
め、関係機関・団体等と連携しながら、
四季の交通安全運動や自転車の安全利用
促進強化月間等を中心に、街頭キャン
ペーンや啓発イベント等を実施します。
　また、自転車運転技術と交通ルールの
習得のため、本市が実施している「自転
車運転免許」の一層の普及を図るほか、
子どもたちが自転車運転免許を持ちたい
と思うような取り組みも検討していきま
す。
　警察は、自転車による交通違反に対し
て積極的な指導警告を行うこととし、そ
の指導警告にも従わず違反行為を継続し
たり、違反行為により通行車両や歩行者
に具体的危険を生じさせたりするなどの
悪質性・危険性の高い違反者に対しては
検挙措置を講じることにしています。特
に、制動装置不良自転車運転のような違
反態様それ自体が危険性を生じさせるお
それが高い違反行為については、積極的
な検挙措置を講じます。



46
○中・高校生の自転車のマナー
が悪い。啓発強化してほしい。

47

○学校の周辺で、自転車利用者
がルールを守らないことによる
自転車と歩行者が接触する場面
をよく目にする。

48

○携帯電話を使いながら自転車
に乗っている中学生を見かけ
る。学校の協力を得て、交通安
全教育を実施してほしい。

49
○自転車のルールやマナーを教
育してほしい。

50
○中高生の自転車のマナーが悪
い。スピードを出しすぎてお
り、よけられず危険である。

51

○中高生が猛スピード自転車を
走行しており、人や車がいるか
もという危険予知が全くされて
いない。

52

○最近の自転車マナーが悪いの
は困る。小学生のころから、
少々厳しく自転車のマナーを教
育するなどをしたらよい。

53

○家の周囲は細い道が多く、子
どもに自転車で出かるのが心
配。学校などで自転車講習を開
催してもらいたい。

54
○自転車の車道逆走などを見か
けるので、交通ルールの教育を
しっかりしてほしい。

55

○自転車の運転マナーの悪さが
目に付く。事故を誘発する原因
を作っていると思う。自転車の
通行方法の見直しも必要ではな
いか。

56

○自動車に乗っていると、車道
を走行している自転車が大変怖
い。自転車は歩道を走行してほ
しい。

57
○自転車の歩道走行が危ないの
で規制してほしい。

58
○自転車が車道を走るのは、車
のドライバーからすると怖い。

○本計画では、幼児から成人に至るま
で、心身の発達段階やライフステージに
応じた段階的かつ体系的な交通安全教育
を行うことにしています。特に、学校で
は、教育活動全体を通じて計画的かつ組
織的な指導に努めることにしています。
　具体的には、児童に対しては、自転車
の利用者として必要な技能と知識を習得
させるとともに、道路交通における危険
を予測し、これを回避して安全に通行す
る意識及び能力を高めるよう交通安全教
育を実施します。中学生に対しては、技
能と知識の習得だけではなく、他の人々
の安全にも配慮できるよう交通安全教育
を実施します。
　また、高校生に対しては、交通社会の
一員として交通ルールを遵守し自他の生
命を尊重するなど責任を持って行動する
ことができるような健全な社会人を育成
するよう交通安全教育を実施します。

28
29
30
34

21
22
34

○自転車利用者のルール・マナーの向上
を図るため、関係機関・団体との協働の
上、街頭キャンペーン等の広報啓発活動
を行うとともに、幅広い世代に対する自
転車の交通安全教室を実施していきま
す。
　また、通行方法の見直しについては、
自転車と歩行者の双方の安全を確保する
ため、自転車道や自転車専用通行帯等の
整備に努めるなど、自転車による車両通
行の安全を確保しながら、段階的に自転
車と歩行者の分離を図っていきます。



59 28
34

○自転車は運転技術も大切だ
が、ルールを守ることを保護者
を含め、最初に徹底することが
必要だと思う。実兄が自転車に
乗り始めて数週間で事故で亡く
なった。ヘルメットを着用する
ことも大切だと思う。

○本計画においては、幼児から成人に至
るまで、心身の発達段階やライフステー
ジに応じた段階的かつ体系的な交通安全
教育を行うことにしています。また、そ
の中で、保護者への交通安全教育の推進
も行うことにしています。
　また、自転車利用時のヘルメットの着
用については、交通安全運動や交通安全
教室等の機会をとらえて着用促進を図っ
ています。

60
29
30
32

○自転車事故を防止するため、
以下の取り組みが必要だと思
う。
・運転ルールの遵守（教育機関
の設置や地域ぐるみでの指導）

○本市では、交通安全に関する知識の普
及と交通安全思想の高揚を図るため、北
九州交通公園を設置しています。北九州
交通公園では、園内外での交通安全教室
や自転車安全運転免許講習会等を積極的
に開催し、児童期からの交通安全教育に
積極的に取り組んでいます。
　また、児童・生徒本人に対する交通安
全教育だけでなく、保護者に対する交通
安全講習会等の開催の推進や、生活安全
パトロール隊による指導を行うなど、地
域での指導も推進します。

61
28
31
45

○自転車事故を防止するため、
違反運転の取締りと、学校・会
社組織等での指導と教育が必
要。

○警察では、自転車による交通違反に対
して積極的な指導警告を行うこととし、
その指導警告にも従わず違反行為を継続
したり、違反行為により通行車両や歩行
者に具体的危険を生じさせるなどの悪質
性・危険性の高い違反者に対しては検挙
措置を講じることにしています。特に、
制動装置不良自転車運転のような違反態
様それ自体が危険性を生じさせるおそれ
が高い違反行為については、積極的な検
挙措置を講じていきます。
　交通安全教育については、幼児から成
人に至るまで、心身の発達段階やライフ
ステージに応じた段階的かつ体系的な交
通安全教育を行うことにしており、学校
では、教育活動全体を通じて計画的かつ
組織的な指導に努め、成人に対しては、
運転免許取得時及び運転免許取得後の運
転者の教育を中心にして行うほか、社会
人に対する交通安全教育の充実に努める
とともに、自転車事故を防止するための
広報啓発活動を行っていきます。



№
計画
該当
頁

意見の趣旨 市及び関係機関の考え方

62 33

○会社などで車を利用してはい
けない日を決めたらどうか。車
の利用頻度を減らすことで飲酒
運転もなくなると思う。

○本市では、自動車から排出される温室
効果ガス削減のため、日頃、マイカーで
の通勤や買い物を行っている方に対し、
毎週水曜日を「ノーマイカーデー」とし
て、マイカー以外の公共交通機関を利用
していただく施策を平成23年10月から
推進しています。現在、市内の多くの企
業（約80社）にご参加いただいており、
今後もPR活動などを通してノーマイカー
デーの普及、定着を図ります。
　結果として、車の利用頻度を減らすこ
とで飲酒運転の抑制にも繋がると考えて
います。

63 33

○飲酒運転をなくすために、ハ
ンドルキーパー運動を実践して
ほしい。

○飲酒運転を撲滅するため、交通安全教
育や広報啓発活動を推進するとともに、
酒類提供飲食店や関係機関・団体等と連
携しハンドルキーパー運動を推進するこ
とにしています。

64 33
44

○飲酒運転がなくならないこと
に呆れるばかりである。飲酒運
転は重大な犯罪であることを認
識させるとともに、周囲の人も
厳しい目で対応することが必要
であると思う。

○飲酒運転の撲滅については、本計画に
おいて重視する視点としています。
　また、一人ひとりの心がけで飲酒運転
を「０（ゼロ）」にできると考えていま
す。
　そのため、飲酒運転撲滅に向けた広報
啓発活動を引き続き実施するとともに、
市や警察、関係機関・団体等が連携した
ハンドルキーパー運動の普及活動を推進
するなど、飲酒運転撲滅の取り組みを徹
底します。
　また、警察は、飲酒運転に対する徹底
した取締りを実施し、道路交通の場から
排除するとともに、運転者の周辺で飲酒
運転を助長し、容認している者に対する
捜査を徹底し、その責任を厳しく追及し
ます。

飲酒運転撲滅に関する意見



65

○飲酒運転は、他の事故と比べ
物にならないほど悪質（違法で
あることを承知の上で運転して
おり、過失ではなく明らかな故
意である。）であり、飲酒運転
の取締りは他の取締りに優先し
て取締るべきである。夜間の検
問だけでなく、繁華街の駐車場
やコンビニの駐車場を巡回して
乗車しようとしている運転手の
呼気を調べるなど、違反者の取
り締まりだけでなく、違反させ
ない取締りも行い、さらなる強
化をしてはどうか。（さらなる
罰則の強化、ひき逃げ等飲酒運
転の証拠隠滅を図る行為の厳罰
化を望む）

66
○飲酒運転の取締りを毎日して
ほしい。

67

○ぜひ計画を推進してほしい。
飲酒運転の撲滅については、特
に力を入れてほしい。

68
○飲酒運転の撲滅キャンペーン
を強化してほしい。

69

○交通事故はなかなかゼロにす
ることは難しいかもしれない
が、飲酒運転はわれわれの意思
でゼロにすることはできると思
う。このことをもっとＰＲして
もらいたいと思う。

70
○飲酒運転に対する市民意識を
高めるための取り組みを実施し
てほしい。

71

○飲酒運転事故がなくならない
のは、違反者に対しての罰則が
軽すぎるからではないか。

72

○飲酒運転事故を撲滅するため
には、厳罰化が必要である。

73

○飲酒運転をなくすため、厳罰
化を望む。

74

○飲酒運転による交通事故が上
位なのは福岡県の恥である。飲
酒運転撲滅のため、持続的な取
締りと厳罰化が必要。

○平成１９年に、飲酒運転を行った者対
する罰則を、酒酔い運転では「５年以下
の懲役又は１００万円以下の罰金」、酒
気帯び運転では「３年以下の懲役又は５
０万円以下の罰金」に引き上げられると
ともに、飲酒運転を助長したような者に
対しては「車両等の提供禁止」、「酒類
の提供禁止」、「同乗の禁止」が新設さ
れ厳罰化が図られています。また、平成
２１年には、飲酒運転を犯した者に対す
る運転免許の違反点数も引き上げられて
います。
　警察では、飲酒運転を最重点取締り罪
種として指定し、取締りを強化するとと
もに、背後責任の追及についても徹底し
て実施しています。

11

44

○飲酒運転の撲滅については、本計画に
おいて重視する視点としています。
　また、一人ひとりの心がけで飲酒運転
を「０（ゼロ）」にできると考えていま
す。
　県警察や関係団体と連携を図り、徹底
した取締りを実施するとともに、広報啓
発活動やハンドルキーパー運動の普及活
動を推進します。

○警察では、飲酒運転を最重点取締り罪
種として指定し、取締りを強化するとと
もに、背後責任の追及についても徹底し
て実施しています。
　また、パトロール等を通じて、繁華街
等において積極的な声掛けを行うなど、
飲酒運転の未然防止にも努めます。

44



№
計画
該当
頁

意見の趣旨 市及び関係機関の考え方

75 13

○車がすれ違いにくい道を減ら
してほしい。

○主要な幹線道路を中心に、道路の新
設、拡幅を行っています。また、市民
に身近な生活道路等についても、要望
等あれば、現地を調査の上、整備の必
要性も含めて、検討を行っていきま
す。

76
○歩道を走る自転車に危険な思
いをしたことがあるので、自転
車専用道を増やしてほしい。

77
○自転車が安全に走行できる環
境を整備する必要があると思
う。

78
○自転車専用道路の整備を推進
してほしい。

79
○自転車事故を防止するため、
自転車通行帯の設置（特に市内
中心部）が必要だと思う。

80

○自転車が安全・安心に走行で
きるよう、自転車走行レーンの
整備を充実させてほしい。特
に、小倉都心部においては現状
では車道を走れない。

81

○歩道を走行する自転車が、ス
ピードを出したりマナーが悪
かったりするので、自転車と歩
行者が区別された道路を整備し
てほしい。

82
○自転車で車道を走行するのが
不安なため、自転車道を整備し
てもらいたい。

83
○自転車道の整備をしてほし
い。

84
○自転車専用レーンがもっと増
えるとよい。

85
○自転車専用道路を整備してほ
しい。

86
○自転車で車道を走行するのが
困難な場所があるため、自転車
専用道路を整備してほしい。

21

道路整備・道路環境に関する意見

○本計画では、歩行者・自転車・自動
車の交通量に応じて、各道路利用者の
適切な分離を図り、歩行者と自転車の
事故等への対策を講じることにしてい
ます。具体的には、自転車道や自転車
専用通行帯、自転車の歩道通行部分の
指定などの自転車走行空間の整備に取
り組み、歩行者・自転車・自動車の分
離をすすめ、安全性の向上を図りま
す。



87 －

○自転車や電動車いすが車道を
走行するに当たり、車道に障害
物（車道と歩道の段差を解消す
るためのもの）があると危険で
ある。そのため、車道にある障
害物の撤去と車両の出入り口の
確保が必要。

○歩道の高さが車道よりも高い場合、
民有地への車両の乗入れが必要になっ
た際は民有地の方の費用負担で歩道を
切り下げ、車両の出入口を確保するこ
とにしています。歩車道の段差解消の
ための障害物（段差解消ブロック等）
は、所有者に撤去を依頼しています。

88 21

○自転車の車道走行が検討され
ているが、車道の端は凸凹が多
く危険なため道路整備を行う必
要がある。

○車道の凹凸等の道路異状について、
路面の傷み具合の調査やパトロール、
市民からの情報提供、さらには地域を
巡回する機会の多い団体と道路異状の
通報に関する協定を締結するなど、適
切な維持管理を行っています。
　今後も、これらの取り組みをすす
め、安全で快適な自転車走行空間の整
備に努めていきます。

89 15

○狭い歩道では電柱が邪魔に
なっているところがあるので、
電柱をなくしてほしい。景観も
よくなると思う。

○本計画では、安全で快適な通行空間
の確保等のため、無電柱化を推進する
ことにしています。
　本市では、景観重点整備地区や主要
な幹線道路を中心に、安全で快適な通
行空間の確保、都市景観の向上等をは
かるため、関係機関と協議のうえ、無
電柱化を推進しています。また、電柱
が支障となる生活道路等については、
現地を調査のうえ、技術的に移設が可
能であれば電柱の移設等にも取り組ん
います。

90 13
15

○歩道が狭いので広くしてほし
い。

○本計画では、歩行者の視点からの道
路整備や交通安全対策を実施するた
め、地域の協力を得ながら、通学路、
生活道路、市街地の幹線道路等におい
て歩道を整備するなど、「人」の視点
に立った交通安全対策の推進を目指す
ことにしています。
　具体的には、小学校、幼稚園、保育
所及び児童館等に通う児童や幼児の通
行の安全を確保するため、通学路等の
歩道整備を行うとともに、高齢者や障
害者等を含め全ての人が安全に安心し
て参加し活動できる社会を実現するた
め、駅、公共施設、福祉施設、病院等
の周辺を中心に平坦性が確保された幅
の広い歩道等を整備します。



91

○大きな交差点に歩道橋しかな
く横断歩道のないところがあ
る。ベビーカーや自転車で通る
とき不便。歩道橋にエレベー
ターかスロープを設置するか、
横断歩道を設置してほしい。

92

○電動車いすを運転している
と、歩道のでこぼこや幅の狭い
歩道、歩道上のポールなどで通
りづらい。改善してほしい。

93

○高齢になり、足腰が弱く、歩
道の少しの凹凸でも足を取られ
やすいので、歩道を平坦にして
ほしい。また、街路樹の根によ
る隆起も平坦にしてほしい。

94
○歩道橋は高齢者には利用しに
くいので、エレベーターやス
ロープを設置してほしい。

95

○歩道橋にエレベータが設置さ
れていない箇所が多い。特に高
齢者は、上り下りに苦労するた
め、歩道橋を利用したくてもで
きない。

96 14

○通学路にガードレールを整備
してほしい。

○本計画では、小学校、幼稚園、保育
所及び児童館等に通う児童や幼児の通
行の安全を確保するため、通学路等の
歩道整備や防護柵設置等を実施し、安
全・安心な歩行空間の創出を推進する
ことにしています。
　なお、通学路については、学校、Ｐ
ＴＡ、地元、警察、市などの関係者で
全小学校の現場点検を行い、整備の要
望があった箇所については、順次対策
を行っています。

97 21

○自転車が走行できる歩道での
歩車の区分を分かりやすく表示
できないか。

○本計画では、車から自転車への転換
を促進しており、自転車が安全・快適
に通行できる自転車走行空間の整備を
推進しています。具体的には、自転車
道や自転車専用通行帯、自転車の歩道
通行部分の指定など、交通量や現地の
状況などに応じて、歩行者・自転車・
自動車の通行分離をすすめ、わかりや
すく、安全で快適な自転車走行空間の
整備を推進することにしています。

15

○高齢者や障害者等を含め、全ての人
が安全に安心して参加し活動できる社
会を実現するため、駅、公共施設、福
祉施設、病院等の周辺を中心に平坦性
が確保された幅の広い歩道を積極的に
整備するほか、歩道の段差・傾斜・勾
配の改善、昇降装置付立体横断施設を
整備します。
　また、駅前等の交通結節点におい
て、エレベーター等の設置、スロープ
化や建築物との直結化が図られた立体
横断施設の整備を推進します。



98 －

○河川沿いの道路で、幅員が狭
かったり歩道がなかったりする
箇所があるので、河川上を有効
利用して歩きやすくしてほし
い。

○道路を拡幅したり、歩道を確保した
りするに当たっては、新たに道路用地
を確保したり、車道を狭めて歩道を設
置するなど、状況に応じて最も適切な
方法を検討することになります。
　ご意見にありました、河川上に道路
等を整備することについては、河川を
管理する上で支障が生じる可能性があ
りますので、個別の状況をふまえ、慎
重に検討する必要があります。

99 21

○現在、自転車利用の推進に対
し、自転車事故の多発は社会問
題化している。北九州市の自転
車利用環境を見ると全くの未整
備状況であるといえる。早急な
総合的整備の推進をお願いす
る。

○自転車の利用環境については、これ
までに国のモデル事業をはじめ、道路
整備にあわせて自転車走行空間の整備
を進めているところです。今後は、環
境にやさしい自転車の利用を促進する
ため、自転車走行環境や駐輪施設の整
備、さらには交通安全啓発などを含め
た総合計画として「自転車利用環境計
画」を平成２４年度の早期の策定に着
手しています。この計画を着実に実施
し、環境未来都市に相応しい、自転車
利用環境の創出に取り組むことにして
います。

100

○学校の付近でも自動車の交通
量がたいへん多く、いつ事故が
発生するかわからない状況であ
る。そのため、通学路の整備や
生活道路、自転車道の整備をお
願いしたい。

101

○学校の周辺で、自転車と歩行
者が接触する場面をよく目にす
る。自転車が車道を走ろうにも
危険なため歩道を走らざるを得
ないという理由があるように感
じる。改善を求める。

102 21

○横断歩道に、自転車専用部と
歩行者専用部を設けてほしい。

○自転車、歩行者の交通実態を踏まえ
て設置の必要性を検討することにして
います。

○本計画では、子どもを事故から守
り、高齢者や障害者が安全かつ安心し
て外出できる交通社会の形成を図る観
点から、安全・安心な歩行空間が確保
された人優先の道路交通環境整備の強
化を図っていくことにしています。
　また、歩行者・自転車・自動車の交
通量に応じて、各道路利用者の適切な
分離を図り、歩行者と自転車の事故等
への対策を講じるなど、安全で快適な
自転車利用環境を創出することにして
います。

13
21



103 25

○違法駐車の取締りを徹底して
ほしい。
　旧電車通りの西小倉駅前から
米町間において、駐車車両が原
因で事故も起きている（タク
シーの客待ち対策も必要）。
　夕方から夜間の、平和通りバ
ス停付近の客待ちタクシーが二
重駐車をしており、バスの乗客
に危険が及んでいる。

○本計画では、道路交通の安全と円滑
を図り、都市機能の維持及び増進に寄
与するため、交通の状況や地域の特性
に応じた総合的な駐車対策を推進する
ことにしています。
　警察では、繁華街・歓楽街における
客待ちタクシー等の違法駐車に対する
指導取締りを行っています。今後とも
危険・迷惑性の高い違法駐車に重点を
置いた指導取締りを推進します。
　また、本市では、違法駐車防止気運
の醸成・高揚を図るため、北九州市違
法駐車等の防止に関する条例に基づき
指導員による助言・啓発活動などを実
施しています。

104 21

○高齢者が渡りやすいように、
信号の変わるタイミングをゆっ
くりにしてほしい。

○現場を確認した上で、既存の信号機
は青信号の時間を調整するとともに、
高齢者等の横断状況により歩行時間が
延長される高齢者等感応式信号機や歩
行者感応式信号機設置の必要性につい
て検討します。

105 15

○信号のＬＥＤ化が進んでいる
が、まだ見えにくい箇所があ
る。

○信号灯器のＬＥＤ化を積極的に推進
することにしています。

106 －

○住宅の生垣が伸びて、交通標
識が隠れているところがある。

○住宅地の生垣や樹木が伸び信号機や
標識が見えにくくなった場合は、現場
を確認の上、地権者に剪定を申し入れ
ています。

107 －

○道路標示の不鮮明な箇所が多
いため、頻繁に書き換えお願い
したい。

○道路の路面表示については、日常の
パトロールや市民の皆様からの情報提
供により不鮮明箇所を把握し、適宜補
修を行うことで、道路交通の安全性と
円滑性の確保に努めています。
　なお、通学路は特に安全性を確保す
る必要があるため、学校周辺の「文」
マークなどの路面表示の補修は、重点
的に行っていきます。

108

○街路樹で道路標識が見えない
箇所がある。

109

○道路沿線の樹木で信号機や案
内標識が見にくい箇所があるの
で、剪定するか撤去してもらい
たい。

－

○道路標識が見えるように、樹木や標
識の配置は工夫していますが、樹木が
成長して枝葉で標識が見にくくなって
いる箇所については、日常のパトロー
ルや市民の皆様からの情報提供によ
り、適宜剪定や伐木を行っています。
　今後も、パトロール等により樹木の
標識支障箇所を早期に発見し、適切に
処置することで、道路交通の安全性と
円滑性の確保に努めていきます。



110 －

○点滅信号の設置している交差
点でも、左右の見通しが悪い場
合は、カーブミラーを設置して
もらいたい。

○信号制御されている交差点について
は、車両は信号により走行するため、
交通は安全かつ円滑に処理されていま
す。そのような交差点に、カーブミ
ラーを設置すると、ミラーを過信して
一旦停止を怠るなど、交通安全上問題
が生じる可能性があるため、原則とし
て設置はしておりませんが、交差点の
形状や交通の状況を個々に確認し、交
通安全上、有効性が認められれば設置
を行っていきます。

111 20

○高齢者が安心して生活できる
よう、商店街や周辺道路の時間
帯通行規制をする必要がある。

○生活道路における交通規制について
は、現場の交通状況や要望を踏まえ
て、見直しなどを検討することにして
います。

112 －

○店舗の看板や商品を歩道上に
並べているため、通行しにくい
箇所がある。撤去や警告をする
必要があるのではないか。

○歩道上に置かれた商品や看板につい
ては、警察とも協力の上で定期的に指
導や警告を行っています。

113

15
21
34

○自動車から自転車への転換が
述べられているが、放置自転車
対策と安全な自転車利用の促進
を充実させる取り組みを十分に
実施してほしい。

○放置自転車対策では、「北九州市自
転車の放置の防止に関する条例」に基
づき放置自転車等の撤去を引き続き行
うことにしています。
　また、安全な自転車利用の促進で
は、自転車走行空間の整備等の自転車
利用環境の総合的整備や、自転車を利
用される方の運転マナーの向上や交通
ルールの周知徹底を図る取り組みを推
進していきます。

114 14
○小倉駅前の交差点など歩行者
の多い箇所については、歩車分
離式信号に変更すべき。

○歩行者の交通量が多い駅前等におい
ては、現場確認の上、歩車分離式信号
の導入の必要性を検討します。

115 51

○交通（道路使用者）をいかに
してスムーズに動かしていくの
か、人・自転車・自動車の交通
体系を考える必要があると思
う。信号のタイミングや歩車分
離信号など、工夫はされている
が、利用者や交通そのものにス
トレスを溜めない総合的な開発
が必要であると思う。

○国及び県と連携し、複雑化、多様化
する交通事故に対して、有効かつ適切
な交通対策を推進するため、その基礎
として必要な研究開発を推進していき
ます。

116

○自転車事故を防止するため、
路上障害物の撤去（駐車違反の
取り締まり強化や歩道上の放置
自転車の禁止）が必要。

117
○自転車やバイクの不法駐車が
多いので、駐車場の整備や取締
りの強化をしてほしい。

○本計画において、危険・迷惑性の高
い違法駐車に重点を置いた指導取締り
を推進することや、「北九州市自転車
の放置の防止に関する条例」に基づき
放置自転車等の撤去を引き続き行うこ
とにしています。

15
25



118

○幹線道路における交通規制に
ついて、「時差式信号機」が多
数設置されているが、右折のタ
イミングなどで非常に分かり難
く、安全面でも問題のある信号
方式である。ついては、全面的
な取り換えをお願いする。

119
○時差式の交差点の矢印信号化
をしてほしい。

120 17

○高速自動車国道等における事
故防止対策について、「雨天、
薄暮時･夜間」の事故が昼間より
もはるかに多いと思います。是
非とも「雨天・夜間」時対策と
して、自動車のライトに反射し
発光するセンターライン等の開
発、設置をお願いする。

○雨天・夜間時の交通事故防止の効果
的な対策については、自動車に及ぼす
状況を考慮し、引き続き、交通事故が
起きない道路環境づくりに努めます。

121 1518

○平和通交差点の平面交差－横
断歩道の新設の様に、主要幹線
道でも横断歩道橋を廃止し、
「平面横断歩道」化を推進し
「歩いて暮せる街づくり、自転
車の利活用の推進」を図る必要
がある。またこの時、「スクラ
ンブル横断歩道」の採用を積極
的に進めて欲しい。

○横断歩道橋の撤去には関係機関や地
元との調整が必要です。
　特に主要幹線道は一般的に車交通量
が多いため、車交通、歩行者安全対
策、地元の同意等の条件を満たす必要
があります。
　現在でもバリアフリー化のため、歩
道橋の撤去が望ましい箇所については
協議を行っております。
　なお、スクランブル交差点の設置に
ついては、歩行者等の交通実態を踏ま
え、設置の必要性を検討することにし
ています。

122 25

○片側2車線道路の歩道側車線を
走っている時、突然、違法駐車
車両がある事に気付きヒヤット
する事が多い。ついては、この
様な状況の道路のハード的対策
と交通取り締まりの強化をお願
いする。

○警察では、地域の駐車実態や市民か
らの取締り要望等を踏まえ、危険・迷
惑性の高い違法駐車に重点を置いた指
導取締りを推進していきます。

123 21

○歩行者や自転車が共存して道
路が利用できるよう、自動車の
進入規制や速度規制等に取り組
んではどうか。

○生活道路が密集する住宅街において
は、最高速度を30km/hとする区域規制
や、歩道の拡幅・路側帯の設置を推進
するほか、現場の交通状況や要望を踏
まえて、見直しを検討することにして
います。

14
16

○時差式信号については、交通量に大
きな違いがある交差点における渋滞対
策として導入していますが、信号灯器
の下部に「時差式信号」と表記するな
ど安全対策を図っています。
　なお、道路交通環境の変化に応じて
見直しを検討します。



№
計画
該当
頁

意見の趣旨 市及び関係機関の考え方

124 －

○電動車いすが大型ダンプなど
に巻き込まれるのを防ぐため、
道路交通法において、自転車と
同様の取り扱いにすることと電
動車いすの高い場所（1,500
㎜）に表示灯を設備することが
必要。

○電動車いすは、道路交通法上「歩行
者」とみなされてます。電動車いすにつ
いても、安全利用の啓発に努めます。
　なお、電動車いすについては、道路交
通法施行規則で高さなどの基準が定めら
れており、高さが１０９㎝を超える場合
は、道路交通法上の歩行者とみなされな
いこととなります。

125 －

○あらゆる角度から交通安全に
ついて検討された計画となって
いて、すばらしい内容であると
思う。ただし多大な予算と長期
的な計画を要する内容とすぐに
でも改善できる内容が同列に論
じられている。計画を長期、短
期に仕分けをしても良いのでは
ないか。

○ご意見のとおり、施設の整備などの
ハード事業で、すぐに完了する事業もあ
れば長期に至る事業もあります。
　一方、啓発事業などのソフト事業は、
継続して実施する必要があります。その
ため、長期と短期に仕分けをしていませ
ん。
　計画の積極的な推進に努め、交通安全
の確保を図りたいと考えています。

126

○「交通安全の目標」が、「年
間の交通事故死者数を２２人以
下」にするとなっているが、２
２人以下であれば死亡事故もや
むを得ないとも受け取れる。目
標を、交通事故死者数「ゼロ」
にしてはどうか。

127
○交通事故による死者数が減少
傾向にあるとはいえ、目標が甘
い。目標は「０」にすべき。

128 4

○年々減少しているとはいえ、
全国で毎年約５，０００人の命
が失われている。少なくなって
いるから良くなっていると思う
のか、未だに５，０００人が自
動車という凶器を使った殺人で
命を落としていると思うのか。
意識改革が必要と思う。

○本計画では、「人命尊重の理念に基づ
き、究極的には、交通事故のない社会の
実現を目指すこととし、死者数の一層の
減少に取り組むことはもちろんのこと、
事故そのものの減少についても積極的に
取り組んでいく」ことしています。交通
事故のない社会（死者数ゼロ）を目指
し、計画を推進していきたいと考えてい
ます。

129 1516

○交差点での車両事故や横断歩
道がない道路を横断中の事故が
発生した場所において、事故の
状況や原因を記載した看板等を
一定期間（概ね一年間）現場付
近に掲げ、注意を呼び掛けては
どうか。

○本計画では、幹線道路における交通安
全対策を効果的に実施するため、「成果
を上げるマネジメント」を導入し、市民
参加により重点的・集中的に交通事故の
抑止を図る「事故ゼロプラン（事故危険
区間重点解消作戦）」に取り組むことに
しています。
　その中で地域の皆様に対し、事故危険
区間であることの注意喚起を行うことに
しています。

その他の意見

4

○本計画は、人命尊重の理念に基づき、
究極的には、交通事故のない社会の実現
（死者数ゼロ）を目指すことにしていま
す。
　交通事故のない社会は、一朝一夕に実
現できるものではありませんので、目の
前の目標達成に向けて、着実に歩を進め
ることにしています。



130
4
28
44

○交通ルールや交通マナーを守
るというのは、法律や規則で決
まっていることを守るだけであ
り、法律を守りましょうと呼び
掛けること自体おかしい。幼児
や小・中学生など、十分理解が
できない世代に教育することは
大切だが、法律を理解できる大
人に対して、未だに啓発が必要
だろうか。
　行政や民間人の力は、悪質な
違反者には及ばない。最も効果
的な交通安全運動は、警察によ
る取締りであると思う。警察官
の増員等体制の強化による取締
りの徹底を望む。

○本計画は、人命尊重の理念に基づき、
また交通事故がもたらす大きな社会的・
経済的損失を勘案して、究極的には、交
通事故のない社会の実現を目指すもので
す。そのためには、交通社会に参加する
市民一人ひとりが、自ら安全で安心な交
通社会を構築していこうとする前向きな
意識を持つようになることが極めて重要
であるため、今後も引き続き、交通安全
に関する教育・普及啓発活動を実施する
ことにしています。
　また、警察では、現在、飲酒運転を始
め、無免許運転、速度違反、信号無視等
交通事故抑止に直結する悪質・危険性の
高い違反や地域の交通実態や県民の要望
を踏まえた迷惑性の高い違反に重点を置
いた取締りを実施しています。今後も交
通事故抑止に向けた取締りを徹底しま
す。

131 4

○交通事故をなくすためには、
国民全体で取り組む必要があ
る。ぜひ計画を推進していただ
きたい。

○本計画は、国の第９次交通安全基本計
画に基づき作成するもので、ご意見のと
おり、国民全体で交通安全を推進してい
きます。

132 －

○市営バスで黄色信号で交差点
に進入するのを見かける。

○交通局では、常日頃から乗務員に対
し、道路交通法規の遵守はもとより、安
全運転を心がけるように指導教育してい
るところです。ご意見にありました、黄
色信号で交差点に進入するような運転に
ついては、今後とも、厳しく指導をおこ
ない、再発防止に努めていきます。

133 32

○北九州市交通公園はすばらし
い施設なので、もっと活用した
らよいと思う。

○自転車利用者の増加等により、自転車
のルールやマナーの徹底が求められてい
ます。本市としても、北九州交通公園を
十分に活用し、自転車を含め、交通安全
教育に努めていきたいと考えています。

134 22
○渋滞が発生すると、事故が増
えるため、渋滞対策を推進して
ほしい。

○本計画では、高度道路交通システム
（ＩＴＳ）を推進し、渋滞の軽減等の交
通の円滑化を図ることにしています。

135 5

○基本理念の「４　ＩＴの活
用」について、具体的なものが
見えない。「３　交通社会を構
成する三要素」のようにカッコ
で例示してほしい。

○具体的な事業については、各論に掲載
しています。一例としては、「ＩＴ化の
推進による安全で快適な道路交通環境の
実現（20ページ）」等があります。

136 4

○基本理念の１番先頭に「人優
先の交通安全思想」があるべ
き。

○本計画では、「交通事故のない社会を
目指す」ために、「人優先」の交通安全
思想と基本として、あらゆる施策を推進
することにしています。



137 2738

○人を尊重するという意味で、
以下の項目を対策や柱に明記し
てほしい。
　・生活道路を子どもの遊び場
として整備
　・チャイルドシートの着用を
徹底

○本計画では、子どもの安全を確保する
観点から、生活道路を遊び場として整備
するのではなく、公園等を整備すること
にしています。
　また、チャイルドシートについては、
万一の交通事故の際に子どもを守る重要
な装置であると認識してもらうため、広
報啓発を実施しています。今後、一層
チャイルドシートの重要性が認識できる
ような広報啓発活動等を実施していきま
す。

138 4

○歩行者（特に、高齢者や子ど
も）の安全確保と個人の障害や
移動能力に関わらず、すべての
人の交通権を最優先させた総合
的な交通安全計画を策定してほ
しい。

○本計画では、歩行者、高齢者、障害
者、子どもなど車と比べて弱い立場にあ
る者の安全を確保する必要があるため、
「人優先」の交通安全思想を基本とし
て、あらゆる施策を推進していくことに
しています。

139 4

○４つの視点に「① 高齢者及
び子どもの安全確保」とある
が、高齢者同様に障害者も安全
確保が重要な課題である。問題
を意識してもらうためにも、
「高齢者・障害者及び子どもの
安全確保」のような表現に改め
てもらいたい。

○「視点」は、社会構造が少子高齢化し
ていること及び高齢運転者が増加してい
ることを踏まえて定めたものです。
　障害者の安全確保については、本計画
の基本理念の「２　人優先の交通安全思
想」において、「自動車と比較して弱い
立場にある（中略）障害者、子ども等の
交通弱者の安全を一層確保する必要があ
る」として、人優先の交通安全思想を基
本とすることを明確にしています。

140 1522

○高齢者、障害者等の安全のた
めの歩行空間等の整備につい
て、本文中には「視覚障害者誘
導用ブロック上等の自動二輪車
等の違法駐車について＜中略
＞、放置自転車等の撤去を引き
続き行う。」とあるが、現実問
題として誘導用ブロック上の駐
輪自転車に困っている。マナー
アップのための方策を盛り込ん
でもらいたい。

○本市では、「北九州市自転車の放置の
防止に関する条例」に基づき乗降客の多
いJR駅周辺等において「自転車放置禁止
区域」を指定しており、同区域を中心
に、放置自転車に対し、日々駐輪指導を
実施するとともに、定期的に撤去を行っ
ています。
　また、自転車駐車場を記載したチラシ
を配布し、利用の促進を図っています。
　今後も放置自転車対策事業を実施し、
自転車利用のマナーアップを図っていき
ます。

141 53

○「交通の安全は、市民の安全
意識により支えられることか
ら、市民自らが交通安全に関す
る自らの意識改革を進めること
が重要」とされているが、交通
安全計画の企画段階からの参加
が重要である。「北九州市交通
安全対策会議」に市民の公募委
員を参加させるとか、まちづく
り協議会単位でのワークショッ
プの成果によって計画を作成す
るなど、市民参加の意識的な取
り組みが重要である。

○本計画を策定するに当たっては、ＰＴ
Ａ協議会等の関係団体の方のほか、北九
州市交通安全母の会など交通安全に取り
組んでいただいているボランティア団体
の方にも委員に就任いただき、本計画に
対するご意見をいただいています。
　計画を推進するに当たっても、市民の
皆様のご意見が反映されるよう努めてい
きます。
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○北九州市交通安全計画は、交
通安全対策基本法／福岡県交通
安全計画に基づき作成するとの
事であるが、この法律は昭和40
年代の一万人以上の死者がでた
「交通戦争」への対応がその立
法目的かと思います。
　今日の交通社会にも合致した
法律であるとは思いますが、た
だ単にこの法律の延長線上とい
うことでなく、そこから一歩踏
み込んで「現状の交通事情」に
合致した、さらには「近未来の
交通状況」を見通した交通安全
計画とすべきである。

○本計画は、現在の交通事故の現状や交
通事情を踏まえ作成しています。少子高
齢化している社会状況を踏まえ、交通事
故のない社会の実現を目指し、平成27年
度までの５年間の施策の大綱を定めてい
ます。

143 1

○基本構想･基本計画は、もと
もと交通安全社会という前提条
件の中で策定されたものである
と思っている。この事を考える
と、本交通安全計画は北九州市
基本構想･基本計画の部門別計
画ではなく、基本構想･基本計
画と同レベルの交通安全施策の
整備方針として位置付けるべき
である。本計画と基本構想･基
本計画を車の両輪として、安全
な交通社会・街づくりを推進す
べきである。
　また、本計画は、関係各機関
が横断的に取り組むべき方針を
網羅したものであり、関係各方
面に対し、本計画に基づく施策
の実施を要請可能な上位計画と
して位置付けるべきである。

○本市基本構想・基本計画は地方自治法
に基づき、「その地域における総合的か
つ計画的な行政の運営を図るため」のも
のとして定めています。一方、本計画は
交通安全に関する部門の計画であること
から、基本構想・基本計画の部門別計画
と位置付け作成したものです。
　なお、本計画は、北九州市のほか、
国・県の機関や市民団体を構成員とする
北九州市交通安全対策会議により作成し
ていますので、各関係機関は本計画に
沿って施策を実施することになります。

144 9

○交通安全の目標を、死者数22
名以下、事故発生件数8,000件
以下としているが、これらは、
ただ単に以前の計画のトレンド
からの目標値であると思う。一
方、今日の交通社会が要請する
交通安全的観点からの安全目標
もあると思う。その観点からの
目標値も明示すべきである。
　また、これらの安全目標値
が、全国的にどの様な位置付け
となっているのか、例えば道路
延長を指標とすれば多い、少な
いなども示して欲しい。

○本計画は、県計画に基づき作成するも
のです。したがって、本計画の目標値
は、県の目標値を基に算出しています。
　本計画では、人命尊重の理念に基づ
き、究極的には交通事故のない社会の実
現を目指すことにしています。そのよう
な社会は一朝一夕には実現できるもので
はありませんので、目の前の目標達成に
向けて、着実に歩を進めることにしてい
ます。
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○４つの視点について、「③飲
酒運転の撲滅、④生活道路及び
幹線道路における安全確保」と
なっているが、③は特異な課題
である。一方、④は交通安全の
ための全般的共通事項であり、
〈8つの柱①〉にも対応するも
のでもある。ついては、③と④
の順番を入れ替えるべきであ
る。

○本計画における視点は、県計画に基づ
き、本市の交通事故の現状や交通事情を
踏まえ作成しています。各項目に優越や
順番を付けるものではありません。

146 3

○計画の推進について、「本計
画は、北九州市交通安全推進会
議を開催し、推進する」とある
が、この推進会議だけでは本計
画の効果的・効率的な推進は困
難であると思う。
  ついては、計画自体も理念
的・スローガン的ではあるもの
の、これらの計画を強力に推
進・促進するためには「予算措
置、実施ロードマップ、担当部
署、実施状況に対する評価」な
どをキチッと決めて取り組む必
要がある。
　この様な事からも、各機関の
担当組織、実施体制等を本計画
に明記すべきである。

○本計画は、交通安全施策の大綱を定め
たものであり、方向性を示すものと考え
ています。具体的な事業内容、組織、予
算額は、別途作成する「北九州市交通安
全実施計画」に記載し、本計画を着実に
実行していきたいと考えています。

147 8

○本計画では、事故件数等の概
要を示し、そのまとめを行って
いる程度である。しかしなが
ら、これでは第7次計画で取り
組んだ施策のうち何が有効で、
何が問題点として今後の課題と
して残ったかなどが不明であ
り、今後の計画策定の参考にも
ならない。
　ついては、どの様な道路で、
どの様な事故があり、その原因
は何で、さらには実施した施策
のうちこの様な対策が有効で
あったとの評価を明示すべきで
ある。
　また、その取りまとめを「本
計画・資料編」に明記すべきで
ある。そうしないと、本計画の
妥当性の判断もできず、また、
PDCAサイクルによる計画推進も
絵に描いたモチになる。

○第７次北九州市交通安全計画（平成18
～22年度）の策定後、交通事故の発生件
数や死亡者数が減少傾向にあることか
ら、対策に一定の効果があったと考えて
います。
　なお、本市では、本市での交通事故に
ついて、毎年、年齢別、時間帯別、道路
形状別、違反別などでデータを取りまと
めています。道路改良など、交通安全事
業を実施するに当たっては、このような
事故データを活用しています。
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○現状の確認はしていません
が、下曾根地区が通勤時の国道
迂回「通り抜け道路」となって
いると聞きました。ついては、
この様な「通り抜け道路」調査
と交通規制・取り締まりを強化
して欲しい。

○交通規制については、現場の交通状況
や要望を踏まえて、見直しなどを推進す
ることにしています。
　また、取締りについても、地域の実態
や要望を踏まえつつ、悪質、危険迷惑性
の高い違反に重点を置いて実施します。

149 27

○長期にわたり建設工事を中断
した道路で、例えば「2車線か
ら1車線への絞込み」による不
適切な交通誘導施設のために交
通事故が発生したのを目撃し
た。－旧電車道・中井口バス停
付近でのガードレールへの衝突
事故。
 ついては、中～長期の建設工
事休止箇所での適切な交通規制
設備、規制方法等について検討
し、本計画に明示すべき。

○警察において、道路管理者と協議の
上、安全かつ円滑な道路交通を確保する
ことにします。

150 28

○本校の一部生徒の自転車利用
や公共交通機関の利用に対し、
外部の方からの苦情をいただく
ことがある。日ごろから、交通
安全教育を実施しているが、生
徒が公共の場でルールやマナー
が守れないといった行動の裏側
には、「ルールやマナーを知っ
ていても実践できない」「他人
への迷惑に気づかない」等、規
範意識が低下していると感じ
る。
　このことから、本校において
も、交通安全教育の徹底を図っ
ていきたい。

○本計画では、幼児から成人に至るま
で、心身の発達段階やライフステージに
応じた段階的かつ体系的な交通安全教育
を行うことにしています。
　特に、学校においては、学習指導要領
等に基づく関連教科・領域や道徳、総合
的な学習の時間、特別活動及び自立活動
など、教育活動全体を通じて計画的かつ
組織的な指導に努めることにしていま
す。
　今後とも、交通安全教育の普及に努め
ることとします。

151 3335

○各季の交通安全運動期間とは
別に、市独自の交通安全月間
（週間）を設けて、警察、行
政、関係機関が連携し運動を展
開する。例えば、高齢者の外出
時は、反射材の着用を義務付け
るなど。

○交通安全週間については、これまでど
おり国や県と連携して実施したいと考え
ています。
　なお、高齢者に対して反射材の着用義
務付けは難しいと考えますが、反射材の
着用は事故の防止に有効な手段ですの
で、啓発時に反射材を配布するなど着用
率の向上に努めます。

152 50

○交通事故巡回相談室を設置す
る。

○本市では、市役所本庁舎内に北九州市
交通事故相談所を設置するとともに、各
区への巡回交通事故相談を実施していま
す。そこで、交通事故被害者等に対し、
交通事故をめぐる損害賠償等の諸問題に
ついて相談に応じ、解決に向けた助言や
指導を行っています。
　また、警察においても、交通事故被害
者の支援を行っています。
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○車のドライバーからすると、
車道のバイクや自転車が危険で
ある。

○バイクや自転車も道路交通法上は自動
車と同じ「車両」と規定されていますの
で、原則、車道を走行することとなるこ
とから、車道を通行するすべてのドライ
バーに共存の意識を持ってもらうことが
重要です。
　本計画では、自動車と自転車の共存が
図れるよう、特に自転車利用者に対する
交通ルール・マナーの啓発や自転車専用
道等の整備などに取り組むことにしてい
ます。

155 30

○市教育委員会から少年交通指
導員を任命し、日ごろから生徒
の交通安全に取り組み、安全に
登下校できるようにする。

○子どもの交通安全対策においては、現
在、多くの学校で地域の方や保護者によ
る登下校中の見守り活動を行っていただ
いているところです。さらなる子どもの
安全確保の検討に際し、ご意見を参考に
させていただきます。

154

○本計画の理念は、車の両輪と
もいえる基本構想･基本計画と
ともに「交通事故のない素晴ら
しい街づくり」を行うという観
点と、これからの将来社会の構
築ための原点である「低炭素社
会」の実現をその基本理念とす
べきである。
　一方で、最も効果的･効率的
な交通安全対策は、極論すれば
「自動車が通行しなければ交通
事故は発生しない」ということ
である。この観点から「生活道
路への車両進入禁止、製造関係
大型車両の市内幹線道路への進
入抑制、ロードプライシングに
よる交通抑制、迂回道路の建
設、トランジットモール(公共
交通通行街路)化の促進など」
を、本計画の基本理念であると
宣言する必要がある。
　また、現在的課題である「低
炭素社会の構築」理念を前面に
押し出し、「まえがき」などで
もこの点を、本計画の基本理念
としてのキチッと記述すべきで
ある。具体的には「低炭素社会
の構築」、即ち、モビリティー
マネジメント(MM)、交通ディマ
ンドマネジメント(TDM)、公共
交通機関の利用促進・バス専用
レーン整備・ノーマイカー
デー･カ―シェア・自転車利用
促進などによる「自動車交通量
の抑制 ＝ CO2排出量の削減」
も重要課題であると宣言すべき
である。

○ご指摘の「低炭素社会の実現」は、環
境モデル都市である本市の目指す社会と
一致するものです。本計画においても、
公共交通機関や自転車の利用による環境
に優しい交通体系を推進するなど、低炭
素社会の実現に資するものとなっていま
す。
　ただし、本計画は、交通安全に関する
施策の大綱であり、交通事故のない社会
の実現を目指すものですので、低炭素社
会の実現を基本理念としては取り上げて
はいません。
　また、「生活道路への車両進入禁止、
製造関係大型車両の市内幹線道路への進
入抑制、迂回道路の建設、」は、本計画
中の「基本理念 ３交通社会を構成する
三要素 (3)交通環境に係る安全対策」
に含まれると考えております。「ロード
プライシングによる交通抑制、トラン
ジットモール(公共交通通行街路)化の促
進」は、今後の検討課題であり、本計画
には取り上げていません。

5
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○年一回、市民交通安全大会を
開催する。

○本市では、警察や関係機関・団体、学
校、家庭と連携し、さまざまな機会を捉
えて交通安全運動を実施しています。
　特に、四季の交通安全運動期間中は、
重点項目を定めて、全市で交通安全運動
を実施しています。
　今後も、年間を通じて取り組みを推進
していきます。

157 5

○普段から、大人が子どもの前
で、交通ルールを守る、公共の
場においてマナーを守るなどの
行動をとり、大人も子どもも安
心して歩くことのできるまちづ
くりを一人ひとりが意識するこ
とが大切だと思う。

○ご意見のとおり、交通社会に参加する
市民一人ひとりが、自ら安全で安心な交
通社会を構築していこうとする前向きな
意識を持つようになることが極めて重要
です。そのため、引き続き交通安全に関
する教育、普及啓発活動を実施していき
ます。

158 39

○運送ドライバーの労務管理の
不徹底を起因とした事故が多い
ため、企業に対する教育を徹底
してほしい。

○事業用自動車の運行の安全の確保につ
いては、九州運輸局において、道路運送
法に基づく運行管理者に対する講習の充
実等により、これらの者の資質及び安全
意識の向上を図ります。
　また、労働基準法等の関係法令等の履
行及び運行管理の徹底を図るため、悪質
違反や重大事故を起こした事業者等に対
する監査を徹底することにしています。
　さらに、自動車運送事業者による社内
一丸となった安全管理体制の構築・改善
を図るため、運輸安全マネジメント制度
の一層の浸透・徹底を図ります。
　労働基準監督署では、適正な走行計画
の作成等を内容とする「交通労働災害防
止のためのガイドライン」の周知をはか
り、事業者による防止対策の推進を図る
ことにしています。
  また、荷主や元請業者による発注条件
によって安全な運行が妨げられることの
ないよう荷主となる企業を抱える団体に
対して運送事業者と協働して交通労働災
害防止に取り組むよう要請することにし
ています。

159 1516

○市内の中心部を我がもの顔で
走り、地域を分断している「国
道3号線」対策の推進。例え
ば、国道3号線の大型車両の国
道199号線への交通誘導策など
を強力に推進すべき。

○本計画では、幹線道路における交通安
全対策を効果的に実施するため、「成果
を上げるマネジメント」を導入、市民参
加により重点的・集中的に交通事故の抑
止を図る「事故ゼロプラン（事故危険区
間重点解消作戦）」に取り組むことにし
ています。
　なお、国道3号（砂津交差点）の交通
渋滞を解消するため、現在小倉北区砂津
（国道3号）～長浜（国道199号）を結
ぶ、砂津長浜線の整備を進めています。
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○自動車も交通ルールを守って
いる人が少ない。模範となるド
ライバー（特に、タクシーやト
ラックなど）には目立つ目印を
つけてもらい、この数を増やす
ことで、みんながルールを守る
よう推進するなどの方法もひと
つの方法であると思う。

○交通の安全を確保するためには、職業
ドライバーに限らず、すべてのドライ
バーのルール・マナーの厳守を図る必要
があります。そのため、街頭キャンペー
ン等の広報啓発活動を行うとともに、あ
らゆる機会を通じて幅広い世代に対する
交通安全教室等を実施していきます。

161

○交通ルールを守らないドライ
バーが多い。自動車事故は死傷
事故につながる恐れがあること
を認識させてほしい。

162
○若い女性の携帯電話をしなが
らの運転による前方不注意が多
い。

163

○交差点の車両通行帯を守らな
いドライバーがいる。このよう
な人に限って、ウィンカーを上
げるのが遅かったりして危険で
ある。

164
○自動車のドライバーが携帯電
話をしながら運転しており、危
険である。

165

○自動車で、黄色信号で交差点
に進入してくる者や携帯電話を
使用しながら運転している者な
どが多い。

166
○ウインカーを出さないなどの
車の運転ルールを守らない人が
多い。

167
○原付バイクが道の真ん中を
走っている。ルールを守ってほ
しい。

31
36
44

○本計画では、安全運転に必要な知識及
び技能を身に付けた上で安全運転を実践
できる運転者を育成することにしていま
す。免許取得時及び免許取得後の様々な
機会をつうじて、特に、実際の交通場面
で安全に運転する能力を向上させるため
の教育を行うことにしています。


